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本市の本市の新型コロナウイルスワクチン接種新型コロナウイルスワクチン接種
▶問い合わせ　本新型コロナウイルス感染症対策室　☎0287（62）7197
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≪モデルナでの接種を希望する人は≪モデルナでの接種を希望する人は≫≫

接種会場接種会場 所在地所在地
菅間記念病院 大黒町2-5
国際医療福祉大学病院 井口537-3

　6月以降の追加接種は次の会場で実施します。
　使用するワクチンはファイザーです。
　実施日時はWEBまたは電話で確認してください。

≪6月以降の接種スケジュール(予定)≫≪6月以降の接種スケジュール(予定)≫

12歳以上の追加接種(3回目接種)12歳以上の追加接種(3回目接種)

▶�予約方法　WEBまたは電話で予約
▶予約先　ワクチン予約センター
　☎0287（73）8823
　電話は平日のみ
　午前9時～午後5時

ワクチン
WEB予約

5歳～11歳の小児接種（1・2回目接種）5歳～11歳の小児接種（1・2回目接種）
　予約状況に合わせて、6月以降の接種スケジュール
を調整しました。接種ができる医療機関に変更があ
りますので、市ホームページで確認してください。

市ホームページ

　市では持続可能な観光モデルを推進するため、新型コ
ロナウイルス感染症対策の「見える化」に取り組んでいま
す。市内宿泊事業者の感染症対策を現地で確認し、有識
者で構成する委員会から助言を受け、市が
認証しています。
　現在、11の宿泊事業者が認証を受けてい
ます。事業者の一覧は市のホームページか
ら確認してください。

宿泊事業者のコロナ対策にお墨付き
～市認証制度～

湯の花荘湯の花荘
               ☎0287(32)2824　 塩原323

新たな認証事業所新たな認証事業所

市ホームページ 子宮頸
けい
がん予防ワクチン接種

　HPVワクチン(子宮頸がん予防)の積極的勧奨の差し控
えにより、接種する機会を逃してしまった人は、定期接
種の特例により、対象年齢を超えた接種が可能です。
▶�接種期限　令和7年3月31日㈪まで
▶�ところ　市予防接種指定医療機関
※�詳細は問い合わせるか、ホームページを見てください。
▶�対象　平成9年4月2日～平成18年4月1日生まれの女性
※�過去に接種歴があり、長期にわたり接種を
中断していた人も、残りの回数を接種でき
ます。
▶�接種料　原則無料
▶問い合わせ　健康増進課　☎0287（63）1100

市ホームページ

〈5月27日に、モデルナの接種日を設けます〉
▶とき　5月27日㈮　午後1時30分～2時45分
▶ところ　菅間記念病院(大黒町2-5)
※�6月の接種日は調整中です。
※�接種を希望する人は事前に予約してください。 県ホームページ

≪やむを得ない理由で、2回目の接種ができなかった人≫≪やむを得ない理由で、2回目の接種ができなかった人≫
　病気療養など、やむを得ない理由で2回目の接種ができなかった人で、今後2回目の接種を希望する場合は、次の方法で予
約をしてください。
▶�予約方法　電話のみ
▶予約先　ワクチン予約センター　☎0287（73）8823（平日　午前9時～午後5時）
▶接種日　接種を希望する日、またはその前後の日で接種ができる医療機関を案内します。

12歳以上の初回接種（1・2回目接種）12歳以上の初回接種（1・2回目接種）
　12歳以上の人を対象とした初回接種（1・2回目接種）の会場などは、次のとおりです。
▶�接種会場　中川医院(黒磯幸町6-27)、ぽっぽクリニック(石林666-10)、
　　　　　　きくち内科クリニック(下田野531-130)
▶�予約方法　電話のみ
▶予約先　ワクチン予約センター　☎0287（73）8823（平日　午前9時～午後5時） 市ホームページ

〈県営接種会場での接種〉
▶�予約方法　WEBまたは電話で予約
▶予約先　
　県ワクチン接種会場コールセンター
　☎0570（003）234

4回目接種の方針が一部示されました4回目接種の方針が一部示されました
　4月に開催された国の専門部会において、次のとおり4回目接種方針が取りまとめられました。

接種の目的接種の目的 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化の予防新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化の予防

対象者対象者
・60歳以上の人
・�18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人、その他重症化リスクが高いと医師が認
める人

使用するワクチン使用するワクチン ファイザー社およびモデルナ社のワクチン

接種間隔接種間隔 3回目接種の日から5カ月以上

努力義務努力義務
・60歳以上の人→努力義務の規定を適用する
・�18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人など→現時点では努力義務の規定を適用
しない

※正式決定前(5月9日時点)の情報のため、内容は変更となる場合があります。
　最新情報は市のホームページで確認してください。
※本市での4回目接種実施方法(開始時期、予約方法など)は広報なすしおばら7月号に掲載します。

那須ミッドシティホテル那須ミッドシティホテル
               ☎0287(67)1400　 方京1-1-10

▶�予約方法　WEBまたは電話で予約
▶予約先　ワクチン予約センター
　☎0287（73）8823
　電話は平日のみ　
　午前9時～午後5時

ワクチン
WEB予約

市ホームページ

市ホームページ

努力義務とは努力義務とは
「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法上の規定のこと。義務とは異なります。


